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本 書 は,NPO法 人POSSE(ポ ッセ)の 代 表,今 野 晴貴(こ んの ・は る き)が

著 した新書 で あ る。2012年11月20日 に第1刷 が発行 され たが,評 者 が手 にす るの

は第4刷(同 年12月15日 発行)で あ る。1ヶ 月足 らず で3度 増刷 された 。そ れだ

けで も,「 ブ ラ ック企業」 に対 す る社 会 の関心 が いか に高 いか,容 易 にわか る。

著者 は1983年 に宮 城 県 に生 まれ,中 央大 学法 学部 で労 働法 を専 攻 した 。同大 在

学 中の2006年,若 者 の労 働 相談 を受 けるPOSSEを 設立 した。 現在 は一橋 大学 社

会学研 究 科博 士 課程 に在籍 しなが ら,活 動 を継 続 してい る。NHKの 「ニュ ース

深 読 み 就 活 の落 とし穴!"ブ ラ ック企業"に ご用 心」(2012年12月1日 放 送)に

出演 し,ブ ラ ック企 業 の実態 と対 策 につ い て論 じたの で,著 者 の顔 を見 た こ とが

あ る人 も多い だ ろ う。

本 書 は二 部構 成 に な ってい る。 「は じめ に」 に続 く第1部 「個 人 的被 害 と して

の ブ ラ ック企 業」 は,計5章 か ら成 る。各 章 の見 出 しは,第1章 「ブ ラ ック企 業

の実 態」,第2章 「若者 を 死 に至 ら しめ るブ ラ ック企 業」,第3章 「ブ ラ ック企

業 のパ ター ン と見分 け方」,第4章 「ブ ラ ッ ク企 業 の辞 め させ る 『技 術 』」,第5

章 「ブ ラ ック企 業 か ら身 を守 る」 で あ る。第II部 「社 会問題 と しての ブラ ック企

業」 は,第6章 「ブ ラ ック企 業が 日本 を食 い潰 す」,第7章 「日本 型雇 用 が生 み

出 した ブ ラ ック企 業 の構 造 」,お よび第8章 「ブ ラ ック企業 へ の社 会 的対 策」 か

ら成 る。

著者 は 「は じめ に」 で,若 者 の労働 問題 が 当初真 剣 に取 り上 げ られて こ なか っ

た と批 判 す る。 「これ まで 若年 労働 問 題 は,『 フ リー ター』 『ニー ト』 な ど とい う

言葉 で語 られ て きた。 つ ま り,若 者 の問 題 は彼 らの 『自分勝 手 』 『気 まま』 な意

識 の問題 であ り,企 業 の側 の労 務 管 理 の問題 だ とは捉 え られて こなか った」(p.

11)0

第1部 第1章 で は,有 名企 業 が優秀 な学生 を 「食 い潰 す」 様子 が描 か れ る。 第

2章 で は,有 名企業 の 実名 を挙 げ なが ら,過 労 死 ・過労 自殺 した過程 が詳 細 に説

明 され る。 どれ も,消 費 者 と して多 くの 人が利 用 す る企 業 であ る。 第3章 で は ブ

ラ ッ ク企 業の 見分 け方 が,第4章 で は従 業員 を退職 に追い込 む方法 が,極 め て具

体 的 に紹介 され てい る。 これ も,日 頃か ら著者 が 若年労 働者 の相 談 に応 じて い る

か らであ ろ う。

第5章 で は,ブ ラ ック企業 か ら身 を守 る ための具 体 的 な方 策 が紹介 されて い る。

労働 基準 監督 署,労 働 組 合(企 業 別,個 人加 入),NPOへ の相 談 方法 も指 南 して
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い る。若 者が 逃 げ続 けて もブ ラ ック企 業 は な くな らないの で,ブ ラ ック企 業 を変

え る こ とが最 も戦 略的 な方法 で あ る と も説い てい る(pp.145-146)。

第H部 の第6章 は,ブ ラ ック企 業 が従業 員 を自己都合 退職 に追い込 む具 体 的 な

方法 が描 かれ る。 そ して,精 神疾 患 に なっ た従 業 員の 医療費,失 業 した者 の生 活

保 護 費 な ど,多 大 な費用 が社 会 全体 に付 け 回 しされて い る と指 摘 す る(pp.155-

164)。 経 済 的 に不 安 定 な ま まで は少 子 化 問題 は解 決 をみ ない し,消 費 者 の安 全

もないが しろに され る とも批 判 す る(pp.169-170)。

第7章 で最 も重 要 な指 摘 は,す べ ての 日本企 業 が ブラ ック企 業 にな り得 る とい

う点 で ある(p.186)。 日本 の社 会が 終 身雇用 ・年 功序 列 とい う 日本 型 雇用 に社 会

福 祉 を依存 して きた こ とも,指 揮 命令 権 が強 い 日本 企 業の特 徴 につ なが って い る

(p.187)。 だが,企 業 別 組 合 が弱 体 化 し,日 本 型雇 用 が 守 られ な くな っ た(p.

189)。 あ るい は一部 の正社 員 の 日本 型 雇 用 を維 持 す る ため,非 正 規 雇用 を大 量

に生 み出 して しまっ た(同 上)。

高度 成 長期 か ら雇 用 の調整 弁 となって い たの は,結 婚 ・出産後 に1度 労働 市 場

か ら退 出 し,子 育 てが 一段 落 した ら戻 って くる女性 のパ ー ト労働 者,そ して大 企

業か ら製造 コス トの削 減 を迫 られ,大 企業 の余 剰 人員 を受 け入 れ る下 請 け企業 が

主であ った。 しか し,1991年 のバ ブル経済 崩壊後 は,誰 もが リス トラの対象 とな っ

た。

2006年7月23日,NHKス ペ シ ャル 「ワー キ ン グプ ア ～働 いて も働 いて も豊 か

に な れ ない ～」(http:〃www.nhk.or.jp/special/detail/2006/0723)が 放 映 され た。 働

い てい るの に生活保 護水 準以 下 の暮 ら しに甘 ん じざ るを得 ない 人 々や,契 約打 ち

切 りで失 業 し,社 員 寮 を退去 して 「住 所不 定」 とな った若者 が,再 就 職 で きない

様 子 に 日本 中が衝撃 を受 けた。 同時期,安 価 な ネ ッ トカ フェ に寝 泊 ま りし,シ ャ

ワ ーは数 日に1回 で我慢 す る とい う若 者 た ち をメデ ィアが頻 繁 に報道 す る よ うに

な った。

2008年 秋 に 「リーマ ン ・シ ョ ック」(ア メ リカの証 券 会社 ・投 資 銀行 の リーマ

ン ・ブ ラザ ーズ の破 綻 に端 を発 した世 界金 融危 機)が 発 生 す る と,内 定 を取 り消

しされ る大 学生 が 出 た。 「派遣 切 り」 に遭 った 人々 の年 末年 始 の食 事 と寝場 所 を

提 供 しよ うと,2008年12月31日 か ら2009年1月5日 までの6日 間限定 で,東 京 の

日比谷 公 園 に 「年越 し派遣村 」 が設 け られ た。

この頃 か ら,女 性 社 員が妊 娠 を告 げ た ところ上 司や 会社 か ら退 職 を強 要 された,
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とい う相 談が 急増 した。 また,夫 の収 入 だ けで は不 安 なの で,妻 も労 働市 場 に復

帰 したい が,子 ど もを預 か って もらえ る場 所 が ない とい う,待 機 児童 が急 増 した 。

安 倍晋 三現 政権 は経 済成 長 に向 け た成 長 戦略 のた め に 「女性 が輝 く日本へ 」 と題

して,「 待機児 童 の解消」 「職場復 帰 ・再就 職 の支 援」 「女性役 員 ・管理職 の増加 」

を重 要 項 目 と し て 掲 げ て い る(http:〃www.kantei.go.jp/jp/headline/women2013.

html,2013年11月28日 ア クセ ス)。 企 業 に対 す る財 政支 援 や補 助 金 な ど を インセ

ンテ ィブに した ものが 多い が,そ の成 果 は まだ実感 で きない。過 去20年 間,派 遣

社 員,契 約社 員,請 負 な どの非 正規雇 用 が増加 し続 けて きたが,今 や 日本 の労 働

者の3人 に1人 が非 正規 と言 われ てい る。

本 書 で気 に な る点の1つ は,ア ンケ ー ト調査 の手 法 であ る。 た とえば 、 「絶 対

に就 職先 と しない企 業」(男 子 の み)と い うア ンケ ー トで,学 生が 敬遠 す る企 業

の雇用 環境 を尋 ねてい るが,注 に 「2011年1月 に関東 地方,関 西 地方 の お よそ10

大学 の3,4年 生 を対 象 に行 った」(p.192),「 現 時点 で3年 生 か ら534票,4年

生 か ら98票 を回収 してい る」(同 上)と 記 述 してあ る。何 人 にア ンケ ー ト用紙 を

配布 して,何 人か ら回収 したの か。無 効 となった 回答 数 も示 され てい ない。 関東

と関西 で は企 業 ・学 生 の双 方 に文化 的 な違 い が少 なか らず あ るだ ろ うか ら,関 東

と関西 の 人数 比 も聞 きたか っ た。

次 に,著 者 はあ え て ブ ラ ック企 業 の定 義 を与 えず に論 を進 め て い る(p.180)。

それ は,サ ー ビス残 業 な ど違法行為 が当 た り前の雇用 慣行 では,日 本企 業 はブ ラッ

ク企 業 と しか言 い ようが ない か らだ とい う(同 上)。 確 か にそ うい う面 も否 め な

いが,学 生が 「あの企 業 はブ ラ ック」 と安 易 に括 る風潮 が 出て きたので は ないか

と評者 は危 惧 してい る。評者 が そ うい う学 生 に 「ブ ラ ック」 と判 断 した根 拠 を尋

ね て も,明 確 な返答 が ない場 合 が少 な くない 。著者 は第3章 で ブ ラ ック企 業 の指

標 を3つ 掲 げ てい る(pp.78-79)が,や は りあ る程度 の定 義 をま とめ た方 が よ

い と思 う。

と ころで,学 生 が企 業の外 見,広 告 宣伝,噂 に惑 わ され ず,自 分 の適性 に合 っ

た就職 先 を見 つ ける には,学 生 の学部 ・専 攻 にか か わ らず,複 数の情 報源 を冷 静

に比較 分析 し,問 題 点 と解決 法 を見 つ け られ る よ うにな る必 要 があ る。 これ は,

学生 がゼ ミな どの少 人 数教 育で 実力 を付 け る ことを意味 す る。 ブ ラ ック企 業 が闊

歩す る昨今,そ の意義 は ます ます大 き くな ってい くだろ う。

そ れか ら,大 学 生 は3年 次 の秋 学期 か ら実 質的 に就 職活動 を始め てい る。 その
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ため,学 生が 落 ち着 い て勉 強で きる時 間は,4年 間の大 学生 活 の 中で約2年 半 と

な った。 グ ローバ リゼ ー シ ョンの時代 に世界 で活躍 す る人材 が欲 しい な ら,学 生

が安心 して少 な くと も3年 間 は勉 学 に専念 で きる よう,企 業 側 も配慮 すべ きであ

ろ う。優 秀 な人材 を確保 す る ため一部 の企 業 は就職 協定 を破 り続 けて きたが,結

局 は 日本全 体 が損失 を被 ってい る。

この よ うに,若 者 の厳 しい雇用 環境 は様 々 な理 由 と原 因が複雑 に絡 み合 ってい

る。 それ を解 きほ ぐす の は容 易 で はない 。一方,著 者 の よ うに若者 が 自 ら問題 の

解 決 に立 ち上 が る ように なっ たの は,心 強い 限 りであ る。他 人 まかせ にな るので

も,諦 め るの で もな く,当 事 者 意識 を持 つ こ とこそが,根 本 的 な問題 解決 へ の第

一歩 となる だろ う。

2013年 秋の 民放 の テ レビ ドラマ に,労 働 基準 監督 官 を主 人公 とす る 「ダ ンダ リ

ン 労 働 基準 監督 官」 が登場 した。原 作 は,2010年 に講 談社 の 漫画雑 誌 『モ ーニ

ング』 に連 載 され た,と ん た に たか し原 作,鈴 木 マ サ カズ 作 画 の 「ダ ン ダ リン

101(イ チマ ル イチ)」 で あ る。女 性 の労働 基準 監 督官 が テ レ ビ ドラマ の主 人公 に

選ばれ た ことに評 者 は少 なか らず 驚い たが,そ れ だけ若者 の雇 用環境 が深刻 にな っ

た とい え よう。人 々 は,実 現 困 難 な夢 を ドラマの 主人公 に托 す か らであ る。

最後 に,超 高齢化 社 会 に突 入 しつ つあ る 日本 に とって,若 者 は 「食 い潰 す」 こ

との 許 され ない貴 重 な人材 であ る。労 働 問題 の最前 線 に立 つ著 者 とその仲 間た ち

の さ らなる活 躍 を祈 る とと もに,評 者 は教 室 で学生 たち を しっか りと鍛 えて い き

たい と思 う。


